
公益財団法人栃木県スポーツ協会 

 

令和３年度 国民体育大会派遣費等の支給基準 

支給内容 支給対象者 支給額の算定基準 

国民体育大会県予選会経費

の補助 

競 技 団 体 １ 国民体育大会県予選会の会場使用料として競技団体が支出した額

を支給する。なお、支出した額が７０，０００円を超えるときは、支

給額は７０，０００円とする。 

国民体育大会関東ブロック

大会参加経費の補助 

競 技 団 体 １ 交通費 

  公益財団法人栃木県スポーツ協会の国体派遣費旅費算定基準によ

り算出した宇都宮市から大会会場までの公共交通機関による旅費の

うち、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃の一部を支給する。 

２ 宿泊費 

  大会宿泊要項に規定する宿泊費（奉仕料、消費税及び入湯税を含む）

を支給する。 

  支給対象日数は、次により算定した日数とする。 

  支給対象日数＝１＋（ｍ－１） 

１・・・前泊分の支給 

ｍ・・・競技開始日から競技最終日までの日数 

 

３ 支給対象人数 

  上記１、２の支給対象人数は大会にエントリーする監督及び選手の

人数分とする。 

本大会・冬季大会参加経費

の補助 

競 技 団 体 １ 交通費 

  公益財団法人栃木県スポーツ協会の国体派遣費旅費算定基準によ

り算出した宇都宮市から大会会場までの公共交通機関による旅費の

うち、鉄道賃・船賃・航空賃・車賃を支給する。 

２ 宿泊費 

  大会宿泊要項に規定する宿泊費（奉仕料、消費税及び入湯税を含む）

を支給する。 

  支給対象日数は、次により算定した日数とする。 

  支給対象日数＝２＋ｍ 

２・・・競技開始日の前々泊分からの支給  

ｍ・・・競技開始日から競技最終日までの日数 

３ 支給対象人数 

  上記１、２の支給対象人数は大会にエントリーする監督及び選手の

人数分とする。 

ユニフォーム代の補助 

 

競 技 団 体 １ 国民体育大会に参加する監督・選手が栃木県選手団ユニフォーム

（本大会）の購入に要する費用のうち、２分の１相当額で公益財団法人

栃木県スポーツ協会が定める額を補助する。 

２ 国民体育大会に参加する監督・選手が栃木県選手団ユニフォーム

（冬季大会）の購入に要する費用のうち、全額を補助する。 

【派遣費の支給方法その他留意事項】 

 １ 県予選会経費（会場使用料）については、使用料の領収書を添付した会場使用料請求書に基づき、精算払により支給する。 

 ２ 関東ブロック大会参加経費及び本大会参加経費については、国民体育大会交通費（宿泊費）請求書に基づき、概算払により支

給する。 

   なお、競技団体は概算払を受けた宿泊費については大会終了後 2 週間以内に公益財団法人栃木県スポーツ協会宛てに宿泊費確

認書を提出して宿泊費の支給額の確定を受け、超過受領額がある場合は栃木県スポーツ協会から返納請求があったのち速やか

に返納するものとする。 

 ３ ユニフォーム代の補助は、国体に参加する監督・選手がユニフォームを購入する際、購入金額から補助額相当分を控除した額

を納付することにより補助額の支給を受けるものとする。 

 

 


